
●無料専門家派遣●  ・・パートナーズプロジェクト設立 20周年スペシャル企画・・ 
地元企業及び創業を予定する方々の経営や相続遺言などのお悩みに各分野の専門家がお手伝いします。 
日程：令和 2年 10月 1日～11月 30日 
実施場所：原則は訪問して面談（オンライン可）  時間：2時間程度  相談料：無料 
お問い合わせ：0258-36-2685 金内 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 磯部・藤田健 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 
・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
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ワンポイント 通信 
第４２３号 ２０２０年９月１日発行 

E-mail pro@3d-m.jp  Web https://www.3d-m.jp/ 
TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820  

申請で税金の納期限が 

延びます 
（国税・地方税） 

新型コロナの影響で収入２０％減 
＋ 

延滞税なし 担保なし 

令和２年２月１日～令和３年１月３１日が期限の分まで 

１年間の猶予 

https://www.3d-m.jp/contact/others/
mailto:pro@3d-m.jp
https://www.3d-m.jp/
現行の猶予制度では1年間の猶予が認められていましたが、延滞税がかかりました。特例制度では2つの要件をいずれも満たす方は延滞税（延滞金）なし、担保なしで納期限が1年間延びます。

要件１：新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。要件２：一時に納税することが困難であること。

納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。「納税の猶予申請書」を郵送または電子申請で提出します。収支状況が確認できる通帳や売上帳などの書類の準備が必要ですが、提出が難しい場合は口頭で説明します。猶予が認められると猶予された税額や該当条項などを記載した猶予許可通知書が届きます。また、やむを得ない理由があると認められたときは、納期限後でも申請できますので所轄の税務署に事情を申し出ください。

令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する国税・地方税が対象です。令和３年１月３１日は日曜日なので期限は２月１日になります。

収入には給与収入も含まれますが、譲渡所得など一時的な収入は含まれません。

国税：法人税、所得税、消費税、源泉所得税、酒税などほぼ全ての税目です。県民税：個人事業税、法人県民税、法人事業税、自動車税などほぼ全ての税目です。市民税：市・県民税、報じ市民税、固定資産税などほぼ全ての税目です。※印紙・証紙などは除かれます。




